
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■［STEP1］所得金額の計算（給与所得控除額計算表から求めます。） 

5,400,000 円 － （5,400,000 円 × 20％ ＋ 440,000 円） ＝ 3,880,000 円 

（給与支払額）             （給与所得控除額）          （給与所得金額） 

 

■［STEP2］所得控除額の計算 

社会保険料控除（全額） 549,650円 …(ｱ)     

生命保険料控除（控除額計算表から求めます）  

 ・【新】一般生命保険 支払額が 56,001 円以上なので、限度額 28,000 円  

 ・【旧】一般生命保険 30,000 円 × 1/2 ＋ 7,500 円 ＝ 22,500 円 

  なお、【新】＋【旧】 ＞ 28,000 円 なので、限度額 28,000 円 …(1) 

 ・介護医療保険 50,000 円 × 1/4 ＋ 14,000 円 ＝ 26,500 円 …(2) 

  (1) ＋ (2) ＝ 54,500 円 …(ｲ) 

配偶者控除額（配偶者控除表から求めます） 330,000 円 …(ｳ) 

 ※配偶者の所得 410,000 円 

扶養控除額 0 円 …(ｴ) 

 ※16 歳未満の年少扶養に該当  

基礎控除額 430,000 円 …(ｵ) 

よって、 

所得控除合計額 ＝ (ｱ)＋(ｲ)＋(ｳ)＋(ｴ)＋(ｵ) ＝ 1,364,150 円  

 

■［STEP3］課税総所得金額の計算 

3,880,000 円 － 1,364,150 円 ＝ 2,515,850 円  ⇒ 2,515,000 円 

 （所得金額）     （所得控除額）               （千円未満切り捨て） 

 

 

Ａさん（38歳）サラリーマンの令和3年度の市民税・府民税の計算方法を説明します。 

なお、令和2年中の収入状況等は次のとおりです。（年齢は令和2年12月31日現在） 

・給与収入金額……………5,400,000円 

・社会保険料支払額………549,650円 

・生命保険料支払額………【新】一般生命保険料85,000円 

            【旧】一般生命保険料30,000円 

             介護医療保険料50,000円 

・扶養親族 

配偶者（35歳）給与収入金額………960,000円 

子（11 歳）………収入なし 

 

住民税の計算方法（給与所得者の例） 



■［STEP4］税額（算出所得割額、税額控除前の所得割額）の計算 

（市民税） 2,515,000円 × ６％ ＝ 150,900円 

（府民税） 2,515,000 円 × ４％ ＝ 100,600 円 

 

■［STEP5］調整控除額の計算（合計課税所得金額が 200 万円を越えている場合の計算にて算出します。） 

・人的控除額の差の合計額（人的控除表より求めます。） 

50,000 円 ＋ 50,000 円 ＝ 100,000 円 

（配偶者控除）  （基礎控除） 

人的控除(今回は配偶者控除及び基礎控除)の所得税控除額と市・府民税控除額との差額 

 

   

  

 

 

・調整控除額 

｛100,000 円－（2,515,000 円－2,000,000 円）｝×5％ ＜ 2,500 円なので、2,500 円 

(市 3％、府 2％) 

よって、 

（市民税）2,500 円 × 3/5 ＝ 1,500 円 

（府民税）2,500 円 × 2/5 ＝ 1,000 円 

  

■［STEP6］所得割額の計算 

（市民税）150,900 円 － 1,500 円 ＝ 149,400 円 

（府民税）100,600 円 － 1,000 円 ＝ 99,600 円 

 

■［STEP7］年税額の計算 

均等割額は、市民税が 3,500 円、府民税が 1,800 円です。 

よって、年税額は「所得割額」＋「均等割額」 

（市民税）149,400 円 ＋ 3,500 円 ＝ 152,900 円 

（府民税） 99,600 円 ＋ 1,800 円 ＝ 101,400 円 

つまり、住民税（市民税＋府民税）の年税額は 

152,900 円 ＋ 101,400 円 ＝ 254,300 円となります。 

 

■［参考］期別の納付金額 

【特別徴収の場合】  

 254,300 円 ÷ 12 ヶ月 ＝ 22,200 円 ＋ 21,100 円 × 11 ヶ月 

               （6 月）     （7 月～翌年 5 月） 

 所得税控除額 市・府民税控除額 差額 

配偶者控除 380,000円 330,000円 50,000円 

基礎控除 480,000円 430,000円 50,000円 



【普通徴収の場合】  

 254,300 円 ÷ 4 期 ＝ 65,300 円 ＋ 63,000 円 × 3 期 

             （1 期）      （2・3・4 期） 


